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概要 

令和 6 年度税制改正に伴い、令和 6 年分所得税及び令和 6 年分の個人住民税において定

額減税が実施されることになります。 

 

所得税の定額減税の概要 

1. 定額減税の対象者 

定額減税の対象者は、令和 6 年分所得税の納税者である居住者で、令和 6 年分の所得

税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人です。 

2. 定額減税の対象となる所得税 

定額減税の対象となる所得税は「令和 6 年分所得税」です。 

3. 定額減税額 

定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和 6 年分の

所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。 

① 本人（居住者に限ります。） 30,000 円 

② 同一生計配偶者又は扶養親族（いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者

等」といいます。） 1 人につき 30,000 円 

(注) 

「令和 6 年分の所得税額」とは、令和 6 年分所得税につき、所得税法の規定等により、

所得控除、税率及び税額控除を適用して算出した所得税の額で、復興特別所得税の額は

含まれていません。 

ただし、年末調整を除く給与等に係る源泉徴収税額からの控除に当たっては、所得税及

び復興特別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から定額減

税額を控除することになります。 

 

個人住民税の定額減税の概要 

1. 対象となる方 

前年の合計所得金額が 1,805 万円以下の個人住民税所得割の納税義務者 

2. 減税額 

本人、配偶者を含む扶養親族 1 人につき、1 万円 

※1. 定額減税の対象となる方は、国内に住居を有する方に限ります。 

※2. 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年 12 月 31 日の現況によります。 

※3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和 7 年度分の個人住

民税において、1 万円の定額減税が行われます。 

3. 給与所得に係る特別徴収 

令和 6 年 6 月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和 6 年 7 月分～令和 7 年 5

月の 11 ヶ月で均されます。 
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給与計算ダービーの入力 

入力手順 

月次減税額の計算に関わる入力 

1. 個人マイナンバー画面で配偶者と控除対象扶養親族の情報を入力 

2. データ入力画面か一覧入力画面で同一生計配偶者の情報を入力 

3. 基礎データ画面で月次減税額の計算を行う 

 

年調減税額の計算に関わる入力 

年末調整時に従業員の配偶者及び扶養親族の情報が変わる場合、以下の 1 と 2 の更新を

先に行ってください。変更がない場合は、1 と 2 を行う必要はありません。 

1. 個人マイナンバー画面で従業員の配偶者及び扶養親族の情報を変更 

2. データ入力画面か一覧入力画面で配偶者及び扶養親族の情報を変更 

3. 年末調整項目入力画面で、従業員の配偶者及び扶養親族の情報を更新 

 

住民税の定額減税に関わる入力 

入力方法に変更はありません。 
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月次減税額の計算に関わる入力 

個人マイナンバー画面 

月次減税額控除の計算に居住者である同一生計配偶者と扶養親族の情報が必要なため、

入力をお願いします。前年入力されているマイナンバー情報が有る場合は、前年のコピー

をされることをおすすめします。 

 

前年入力された個人マイナンバーを今年にコピーする場合は、法人マイナンバー画面か

ら「個人マイナンバーを前年からコピー」をクリックしてください。 

※既に個人マイナンバーの入力を開始されている又は前年に個人マイナンバーを入力さ

れていなかった場合は、ボタンは表示されません。 

 

 

「令和６年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書」で令和 5 年度から変更がある

場合は、変更をお願いいたします。 
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データ入力画面 

同一生計配偶者の区分が追加になります。 

定額減税の対象になる配偶者は同一生計配偶者の方になりますので、計算対象にする場

合は 1 に、計算対象外にする場合は 0 にしてください。※同一生計配偶者が障害者に該

当する場合は 2 にしてください。 

 

一覧入力でも入力可能になります。 
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基礎データ画面 

定額減税対応後に基礎データ画面に月次減税額計算ボタンが表示されます。 

令和 6 年度で行う月次減税額の総額をデータ入力画面と個人マイナンバー画面の情報に

したがって計算します。 

 

月次減税額の計算対象になる方は、以下になります。 

⚫ 所得税計算が乙欄を適用しない人  

※データ入力画面の乙欄が 0 になっている従業員 

⚫ 令和 6 年 6 月 1 日以前に入社している人 

 

データ入力画面と個人マイナンバー画面で、従業員の方の配偶者と扶養親族の入力完了

後に月次減税額計算をクリックしてください。 

令和 6 年 6 月の最初の支給では、月次減税額は何度でも再計算できます。 

令和 6 年 6 月の最初の支給の「確定計算」後、登録していた従業員の月次減税額は確定

となり、月次減税額計算ボタンはクリック不可能になります。 

 

令和 6 年 6 月の最初の支給の確定計算後に次回以降の支給で令和 6 年 6 月 1 日以前入社

の従業員が追加になる場合は、追加後に再度月次減税額計算ボタンがクリック可能にな

ります。 

このとき、追加された従業員のみが計算対象になるので、計算済みの従業員は月次減税額

を再計算されることはありません。 
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月次減税額計算後に月次減税額の残額（所得税から控除されていない残額）は、データ入

力画面の控除項目タブに追加される「（所得税）月次減税額の控除残額」から確認できま

す。 
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給与明細書 

毎月の給与明細書には、月次減税で控除した金額を記載する必要があるため、給与明細

書の以下の箇所に表示されるように追加いたします。 

 

※表示している金額等はサンプルになります。 

 

 

WEB 給与明細を利用している場合は、以下のような表示になります。 

 

  

-3,460 

59,486 
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支給一覧表 

「定額減税」の項目を追加し、定額減税を行った金額を表示します。 

※別紙の「支給一覧表サンプル.pdf」を参照してください。 

 

源泉徴収簿 

定額減税で控除した発生した場合、1 行目に支給月の金額を表示し、続く 2 行目に支給

月に控除した定額減税額を表示します。 

定額減税の表示に伴い、従来の源泉徴収簿の明細行を 20 行から 30 行に変更いたしま

す。 

※別紙の「源泉徴収簿サンプル.pdf」を参照してください。 

 

賃金台帳 

「定額減税」の項目を追加し、定額減税を行った金額を表示します。 

※別紙の「賃金台帳サンプル.pdf」を参照してください。 

 

給与 CSV 

最終列に「定額減税」を追加し、定額減税を行った金額を表示します。 
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年調減税額の計算に関わる入力 

配偶者及び扶養親族の情報が変更になる場合は、年末調整項目入力画面の入力前に個人

マイナンバー画面とデータ入力画面で配偶者及び扶養親族の情報を変更してください。 

 

年末調整を行う前に年末調整項目入力画面に従業員の情報を入力と更新を行ってくださ

い。 

源泉徴収票の摘要欄に記載が必要になるケースがあります。下記に具体例をあげていま

す。 

 

年末調整項目入力画面 

令和 6 年度の年末調整を行う際に、年調減税を行うために以下の項目を追加します。 

年調減税を行う方は「する」、行わない方は「しない」にしてください。 
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年末調整時に出力する源泉徴収票について、適用欄には異なる記載が必要なケースがあり

ます。 

＜例 1＞ 

一般的な人(年末調整の対象となり、合計所得金額が 1,805 万円以下)の場合、年調区分を

「年調する」、年調減税を「する」にしてください。 

 

源泉徴収票の摘要欄の記載 

「源泉徴収時所得税控除済額×××円、控除外額×××円」 
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合計所得金額が 1,000 万円超である居住者の同一生計配偶者がいる場合、「非控除対象配偶

者有」を記載されます。 

 

 

合計所得金額が 1,000 万円超である居住者の障害者に該当する同一生計配偶者がいる場

合、「減税有 岡山花子（同配）」のように記載されます。 
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＜例 2＞ 

収入金額が 2,000 万円以下だが、合計所得金額が 1,805 万円を超える人の場合、年調区分

を「年調する」、年調減税を「しない」にする。 

 

摘要欄の記載 

「源泉徴収時所得税控除済額 0 円、控除外額 0 円」 
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＜例 3＞ 

出身国と日本国との間で租税条約が締結され課税が免除される方については、年調区分

を「年調しない」、年調減税を「する」、条約免除を「○○条約○○条該当」のようにして

ください。※条約免除の記載は、相手国によって変わります。 

 

 

源泉徴収票の摘要欄の記載 

「源泉徴収時所得税控除済額 0 円、控除外額×××円」 

 

  



17 

 

＜例 4＞ 

年末調整の対象とならない人の場合、年調区分を「年調しない」、年調減税を「しない」

にしてください。 

 

摘要欄の記載は、不要です。 
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住民税の定額減税に関わる入力 

入力方法に変更はありません。 

特別徴収税額通知書が届きましたら、データ入力画面の住民税 6 月度と住民税 7 月以降

に入力して下さい。 

 

 


